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「
平
成
23
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の

支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
が
成
立
し
、

10
月
1
日
か
ら
、
子
ど
も
手
当
の
制
度
が
変

わ
り
ま
し
た
。

　

10
月
分
以
降
の
子
ど
も
手
当
を
受
給
す
る

た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
手
当
を
受
給

中
の
方
に
つ
い
て
も
、
新
た
に
申
請
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

○
申
請
方
法

　

福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
・
各
出
張
所

に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
9
月
30
日
時
点
で
、
本
町
に
お
い
て
、
子

ど
も
手
当
を
受
給
中
の
方
に
つ
い
て
は
、
10

月
下
旬
に
ご
案
内
を
送
付
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
案
内
の
内
容
を
確
認
の
う
え
、
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
10
月
１
日
時
点
で
現
に
受
給
資
格
を
満
た

す
方
は
、
平
成
24
年
３
月
末
ま
で
に
申
請
す

れ
ば
、
10
月
分
か
ら
の
子
ど
も
手
当
を
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

◆
10
月
1
日
以
降
に
本
町
に
転
入
さ
れ
た
場

合
や
、
出
生
な
ど
に
よ
り
新
た
に
監
護
す
る

子
ど
も
が
増
え
る
場
合
は
、
申
請
の
翌
月
か

ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
申
請
書
は
、

福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
・
各
出
張
所
に

備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。）

　

こ
の
場
合
は
平
成
24
年
３
月
ま
で
に
申
請

し
て
も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
対
象
と
な
る
方

◆
周
防
大
島
町
に
住
所
が
あ
る
方
で
、
中
学

校
修
了
前
ま
で
（
15
歳
到
達
後
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
）
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
方

・ 

所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・ 

父
母
が
と
も
に
養
育
し
て
い
る
場
合
、
請

求
者
は
生
計
を
維
持
す
る
程
度
の
高
い
方

（
一
般
的
に
は
所
得
の
高
い
方
）
と
な
り
ま

す 

。
◆
10
月
か
ら
は
、
次
の
方
が
新
た
に
対
象
者

に
加
わ
り
ま
し
た
。

・
離
婚
協
議
中
の
た
め
子
ど
も
の
父
母
が
別

居
し
て
い
る
場
合
は
、
子
ど
も
と
同
居
し
て

い
る
方
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

・
未
成
年
後
見
人

・
父
母
指
定
者
（
子
ど
も
の
父
母
が
と
も
に

海
外
に
い
る
場
合
）

・
子
ど
も
が
里
親
等
に
委
託
さ
れ
て
い
た
り
、

児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
場
合

（
短
期
の
場
合
は
除
く
）
は
、
里
親
や
施
設

設
置
者
が
子
ど
も
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・ 

印
か
ん
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

・ 

厚
生
年
金
・
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る

方
は
、
申
請
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し
。

 
（
健
康
保
険
証
で
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、

年
金
加
入
証
明
書
が
必
要
で
す
。）

・ 

申
請
者
名
義
の
金
融
機
関
の
口
座
番
号
が

確
認
で
き
る
も
の
等
（
預
金
通
帳
等
）
の
写

し
。

・ 

そ
の
他
必
要
な
書
類
の
提
出
を
お
願
い
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課　

　

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

　

子
ど
も
手
当
の
申
請
を
お
忘
れ
な
く
！

10
月
か
ら
子
ど
も
手
当
の
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

子どもの年齢 子ども手当月額

   ０歳から３歳未満 　1 万 5 千円（一律） 

　3 歳～小学校修了前 　1 万円（第 3 子以降は１万５千円） 

　中学生 　1 万円（一律）

※ 10 月分～ 1 月分の手当は平成 24 年 2 月に、2 月・3 月分の手当は
平成 24 年 6 月に支払われます。

【支給額】（平成 23 年 10 月分～平成 24 年３月分） 


